
令和４年度 第１回二宮町地域環境推進員連絡会次第 

 

日 時 令和４年１１月４日（金） 

                      午後１時３０分から 

                  場 所 二宮町民センター２A クラブ室 

 

１．開 会 

 

 

２．あいさつ 

 

 

３．議 題 

 

（１）地域環境推進員の役割・活動について 

 

 

  （２）その他 

 

 

４．閉 会 
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二宮町地域環境推進員連絡会資料 

 

○「地域環境推進員」とは 

私たちの日常生活に深く関係するごみの問題や、その他多くの環境問題については、地域住

民のご理解とご協力が不可欠です。 

二宮町では地域住民と町とが協働のもとに地域環境の保全等を図るため、町内各地区にお

ける推進役として平成２０年に「二宮町地域環境推進員」を設置しました。 

地域環境推進員の皆さまにおかれましては、地域と町とを繋ぐパイプ役を担っていただくと

ともに、地域の環境衛生に関して実践し、さらには指導役として活動していただき、町、地域住

民の皆様が協働、連携しながら、持続可能な循環型のまちづくりを進めていくため、環境美化

活動、廃棄物の減量・リサイクルの推進、ペットのマナーアップ向上などの活動を地域に広め、

推進していただくことになります。 

 

○環境推進員の役割り 

環境推進員は、自治会及び町内会との協働のもとに、地域の実情を考慮しながら次に掲げ

る事項について活動を行うものとしています。 

(1) ごみの減量化に関すること 

(2) ごみの分別・資源化に関すること 

(3) 地域環境美化に関すること 

(4) 地域の清掃に関すること 

(5) その他、地域環境保全に必要な事項 

 上記に示した活動内容の一例を具体的に挙げますと、 

   ●ごみの分別に関する問い合わせ 

   ●ごみ置場の管理（カラス対策や不適正排出など）について 

   ●ごみ置場の移設について 

   ●犬のフン害や無駄吠え、野良猫の問題について 

   ●地域美化清掃への参加呼びかけ    などがあります。 

  このような活動の中で、地域での啓発チラシの回覧、ごみ置場やフン尿被害の対策看板など 

のご要望がございましたら、個別にご相談ください。 

  また、町が町民から直接受けた相談で、皆さまのお力添えをいただきたい案件につきまし

ては、直接ご相談をさせていただくことがございますので、その際にはご協力のほど、よろし

くお願いいたします。 
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（１） ごみの減量化に関すること 

【３切り運動の実践について】 

家庭から出るごみの中で最も多いのが生ごみです。 

当町では、生ごみの減量化策として、「３切り運動」を推進しています。 

生ごみはちょっとした心掛けと工夫で減量することができますので、さらなるごみの減量化

に向けて、「３切り運動」を実践しましょう。 

 

１.つかい切り 

買い物に行く前に、冷蔵庫の中をチェックするなど、必要なものを必要な分だけ購入する 

ことを心掛け、食材を使い切りましょう。 

ごみの削減だけでなく、家計の節約にもつながります。 

 

２．みず切り 

  可燃ごみの約５０％は水分です。 

  三角コーナーや水切りネットなどを利用し、水分をひとしぼりしましょう。 

  野菜などの不要部分は、洗う前からきっておき、濡らさずに捨てると効果的です。 

  茶殻、コーヒーかす、果物の皮などは一晩おいて、乾燥させてから出しましょう。 

 

３．たべ切り 

  食品ロスが社会問題となっています。 

  食べきれる分だけ調理することを心掛け、食べ残しがないようにしましょう。 

  外食時は、食べきれる分だけ注文し、残さずに食べましょう。 

 

〇消費期限と賞味期限について 

・消費期限 

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月 

日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、い

たみやすい食品に表示されています。 

 

・賞味期限 

  袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月 

  日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップ麺、 

チーズ、缶詰、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されて 

います。 

この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。 
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【生ごみ処理機の購入補助】 

ごみの減量化にご協力いただいている方の負担を軽減するため、非電動型生ごみ処理機を

購入した場合に、購入費の９０％を補助しています。 

(２台まで購入可能、購入限度額は、２０,０００円まで、町内在住に限る。） 

 

○生ごみ処理機キエーロとは？ 

キエーロは、黒土中に含まれるバクテリアの力を利用し生ごみを分解し消滅させる生ごみ処

理機です。臭いや虫の発生が少なく投入後、堆肥が出ないなど手間が掛からないことから注

目されています。 

 現在は、二宮建設工業会が制作を行っており、直接土の上に置くタイプ（１種類）のものとベラ

ンダに置くタイプ（２種類）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長所：維持費が掛からない（黒土の量は変わりません） 

臭いや虫が発生しづらい 

生ごみが消滅する（堆肥がいらない方向け） 

○短所：設置するスペースが必要。 

冬場には分解に時間が掛かる。 
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○生ごみ処理機キエーロの購入価格（黒土を含む） 

１.直接土の上に置くタイプ （サイズ：幅１,１００ｍｍ×奥行６００ｍｍ×高さ４８０ｍｍ） 

処理能力  ８００ｇ／日程度 

定   価  ２３,０００円 ⇒ 自己負担額 ３,０００円 

２.ベランダに置くタイプ（大）（サイズ：幅９００ｍｍ×奥行４５０ｍｍ×高さ７５０ｍｍ） 

処理能力  ５００ｇ／日程度 

定    価   ２５,０００円 ⇒ 自己負担額 ５,０００円 

３.ベランダに置くタイプ（小）（サイズ：幅８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ×高さ７５０ｍｍ） 

処理能力   ４００ｇ／日程度 

定   価   ２４,０００円 ⇒ 自己負担額 ４,０００円 

 

 

○町ホームページに掲載している生ごみ処理機キエーロの動画紹介について 

生ごみ処理機キエーロの使い方をわかりやすく紹介するため、動画を作成し、ホームページ

上で配信しています。 

 短編バージョン「バイバイ生ごみ！ｂｙキエーロ」（４０秒）と長編バージョン「生ごみ処理機キエ

ーロの使い方説明動画」（２分５０秒）があり、たくさんの方にご覧いただいておりますので、是

非ご覧になってみてください。 

 町広報紙でもご紹介させていただいており、QR コードを添付し、多くの方に動画を見てい

ただけるよう工夫をしております。 

 

 

 

 

 

 

                       生ごみ処理機キエーロ 

                       の動画紹介については 

                       こちらから 
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(2) ごみの分別・資源化に関すること 

【ごみの分別について】 

 ごみの分別については、「ごみガイドブック」（冊子）を参考に皆様方にご協力いただいている

ところですが、当該冊子だけでは捨てようとしているごみが何ごみに該当するのか判別がつ

きづらいものもあるため、町民の方から「このごみはどの日に出したらよいか」といった問合せ

が数多く寄せられております。 

 そこで、当課では、町ホームページにごみの分別区分について、より詳細にお示しするために

「分別索引（品目名五十音順）」を掲載し、１，２５０品目のごみについて、分別区分をわかるよう

にした一覧表を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年配布させていただいているごみの収集カレンダーの右上に QR コードを掲載し、スマー

トフォンで町ホームページ「分別索引（品目名五十音順）」にすぐにアクセスできるようしていま

す。 
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 五十音順に掲載しており、今後も適宜更新を行い、掲載する品目数を増やしていく予定です。 

 ただし、これだけで全てをカバーできる訳ではありませんので、何ごみに出して良いかわか

らない際は、お気軽に町生活環境課までお問合せください。 
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【混ぜればごみ、分ければ資源】 

 

 収集された可燃ごみの中には、資源として再利用できるプラスチック製容器包装（   マー

クのついたプラスチック）や古紙類（雑紙や牛乳パックなど）が、多く混入してます。 

プラスチック製容器包装や古紙類などは正しく分別をすれば、再び「資源」として利用するこ

とができますが、せっかくの「資源」も可燃ごみなどに混ぜてしまうと「ごみ」となってしまいま

す。 

限りある資源を無駄なく活用し、持続可能な循環型社会を推進していくため、ごみの分別に

より一層のご理解とご協力をお願いします。 

 

 また、古紙類などは「資源」として再利用されるほか、町は搬入先に有償で引き取ってもらっ

ており、売払収入という形で収益を得ています。 

 なお、昨年度は年間４８０万円程度の収益がありました。 

 古紙類などは、資源になるだけでなく、町の貴重な収入源にもなっていますので、可燃ごみ

には混入しないようお願いいたします。 

 

 

 

 

【リチウムイオン電池等の廃棄について】 

 

○リチウムイオン電池とは 

 リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、小型・軽量で電気を蓄える性質を持っている

ことから、携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、コー

ドレスタイプの掃除機など、身の回りの多くの小型電気機器に使用されています。 

 

 リチウムイオン電池は、破損・変形により発熱・発火する危険性が高く、誤って廃棄されること

により、全国各地でごみ収集車やごみ処理施設の火災事故が発生しています。 

 

 火災事故は、人命にも関わる重大な事故につながる恐れがあり、施設の稼働が停止すると、

ごみ処理に大きな影響を及ぼすことになるため、絶対に捨てないようにしてください。 

 

リチウムイオン電池等の小型充電式電池については、 

量販店などに設置されている専用のリサイクルボックス 

に排出してください。 
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【ごみ置場の管理について】 

ごみ置場の管理については、ごみ置場の利用者が行っていただいています。 

ごみ置場にごみがルールどおりに出されない場合、収集作業員はごみを回収せず、「収集で

きませんステッカー」を貼って、ごみを残していきます。 

時折、ごみ置場にごみが残っているので回収してほしいといったご相談がありますが、すぐ

に回収してしまうと、何度も同じような行為が繰り返されてしまうため、町ではすぐに回収は

行わずに、状況に応じて、しばらく様子を見てもらうようにしています。（１～２週間程度） 

それでもごみが残っているような場合は、町で回収を行っていますので、ご相談いただくよ

うをお願いいたします。 

 

また、収集業者がごみを回収し終わった後に、ごみを出し、ごみが回収されないから取りに

来てほしいなどといった相談を受けることもあります。 

その日のごみの量や天候などによって、回収時間はずれてしまいますので、町では全町的に

ごみは当日の朝８時までに出していただくようお知らせしています。 

いつもと回収時間が違うからと言って、取りに来てほしいと言われても、回収に応じること

はできませんのでご理解ください。 

 

 また、ごみがごみ置場に何度も不適正排出される（ごみがルールどおり出されない）ような場

合は、啓発看板の配布を行っておりますので、窓口までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           啓発看板の例 
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また、近年あった事例として、「ごみ置場が自分の家の前にあり、長年我慢してきた。ごみ置場

の位置を変更したいと思っているが、周りに協力してくれる人がいないため、どうしたら良い

か？」、「ごみがカラスネットからはみ出て道路上に転がっていることがあり、車の通行上に支

障があり、危険なので移設してほしい」など、ごみ置場に関する問題で、町も誰に相談して良い

かわからないような問題があった場合、状況によっては、町から地域環境推進さんに個別にご

相談させていただき、仲裁にあたっていただくようお願いする場合がありますので、問題の解

決に向けて、ご協力いただきますようお願いいたします。 
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(3) 地域環境美化に関すること 

【カラスネットの配布について】 

町では、カラスなどにごみ置場を荒らされないようにするため、２種類のカラスネットを無料

配布しています。 

 ご利用をご希望される場合は、生活環境課窓口までお越しください。 

 なお、申請時にごみ置場利用者のお名前をご記入いただきますので、あらかじめご利用者の

ご確認をお願いいたします。 

 

○カラスネットの種類について 

１．青色ネット  

大きさ：２ｍ×３ｍ（平型） 

  特  徴：たくさんのごみを覆える。 

        さまざまな形状のごみ置場に対応が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．黄色ネット（ファスナー付き）※ 

大きさ：１.５ｍ×０.８ｍ×０.６ｍ（ＢＯＸ型） 

特  徴：ファスナー付きなので、ごみを抜き出せない 

        ４５リットルのごみ袋で、５袋程度の収容が可能 

注  意：多くの方にご利用いただくため、ごみ置場１箇所につき１枚まで 
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※黄色ネット（ファスナー付き）を導入する際には、令和元年度に地域環境推進員の皆様に 

 地区と町のパイプ役となっていただき、導入試験及びアンケート調査にご協力いただき 

ました。 

 

導入試験後のアンケートでは、多くの方にご支持いただき、令和２年度より窓口配布を開始 

することとなり、おかげ様を持ちまして、ここまで順調にご利用が進んでおります。 

 

配布当初は、「すぐにチャックが壊れる」、「ネットが破れやすい」などと強いご指摘をいただ

いたことがあったため、壊れるまでの期間や状況などについて、窓口や電話により聞き取り

調査を実施しました。 

 

電話によるアンケートでは、約３０名の方を対象に行いましたが、交換が必要なほど破損し

ているという方はいられず、カラス被害の抑止効果についても、１名の方以外は効果があっ

た、今後も利用したいかとの問いには全員が利用したいとの結果を確認しています。 

 

以上の結果などからも、黄色ネット（ファスナー付き）の配布を今後も継続していきたいと 

考えております。 
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【令和４年度湘南にのみや海岸５３０キャンペーンの実績報告について】 

５月２８日（土）午前９時より、梅沢海岸において、令和４年度湘南にのみや海岸５３０キャン

ペーンを開催しました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開会式は行わず、受付時間も３０分の間に自由参

集いただく形を取りましたが、朝早くから４８９名の方々にご参加いただき、285ｋｇの海岸ご

みを回収することができました。 

前日からの低気圧の影響により、当日海岸には大量のあしごみやプラスチックごみが散乱し

ておりました。 

あしごみについては、公益財団法人かながわ海岸美化財団が後日回収しましたが、その他当

日回収したごみの約６割はプラスチックごみであったことからも、プラスチックごみが海に大

量に流れていることを裏付ける結果となりました。 

また、各地区でも、キャンペーン同日及びキャンペーンの１週間前後に、地区清掃を行ってい

ただいており、総勢１，７４５人の方々にご参加いただき、総計９１５ｋｇの清掃ごみを回収する

ことができました。 
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～海洋プラスチックごみについて～（湘南にのみや海岸５３０キャンペーンに続けて） 
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【地域美化清掃について】 

 地域の環境美化活動を支援するため、公共の場所の清掃を行う場合、ごみ袋を無料で配布し

ています。 

 地域清掃を行う場合は、お手数ですが、清掃実施の２週間前までに、生活環境課窓口で協議

書のご提出をお願いいたします。 

 

【注意】 

●草木などについては、ごみ減量化のため、なるべく枯らしてからお出しいただくよう、ご協力 

をお願いいたします。 

●道路側溝の清掃は危険を伴います。 

町道等の側溝清掃が必要な場合は、都市整備課へご連絡ください。 

●事前に協議書をご提出いただいた清掃活動につきましては、町が加入している傷害保険の

対象となります。 

万が一、おケガをされた場合は生活環境課へご連絡ください。 
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(5) その他、地域環境保全に必要な事項 

【犬猫の飼養に関する相談】 

 犬のフンの後始末や無駄吠えに関する相談や野良猫へのエサやりに関する相談などが寄せ

られることがあります。 

 町広報紙などでも、適正飼育について、定期的に呼びかけを行っているところですが、犬や

猫に対する相談に関して、お困りで何かしらの対応を希望される場合は、県平塚保健福祉事務

所と連携を図りながら、現地の状況確認や原因者に対する指導・助言を行っておりますので、

町生活環境課もしくは、県平塚保健福祉事務所（電話：0463‐32-0130）までご相談くださ

い。 

 

 なお、野良猫へのエサやり問題を解決する具体的な方法として、地域猫活動※がよく紹介さ

れています。 

 神奈川県が作成している「神奈川県飼い主のいない猫対策ガイドライン」を参考にしてみて下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         神奈川県飼い主 

のいない猫対策 

ガイドラインは 

                                           こちらから 
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【犬のフン害に関する啓発看板の配布について】 

町では、犬のフン害でお困りの方のために、２種類の啓発看板の配布を行っています。 

ご利用をご希望される場合は生活環境課窓口までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【犬の咬傷事故について】 

 もしも飼い犬が人や動物を咬んだり、危害を加えてしまった場合、飼い主は神奈川県平塚保

健福祉事務所へ届出を行うことが義務付けられています。 

 

 

【多頭飼育届出制度について】 

 平成３１年３月、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、１０頭以上の犬や

猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました。 

 

 近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引き取り事例が増加しており、多頭飼育に起因する犬や

猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられていること

から、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導が行えるよう、届出制度が新

設されています。 

 

届出先 神奈川県平塚保健福祉事務所環境衛生課 

      神奈川県平塚市豊原町６－２１ 

      電話：０４６３－３２－０１３０（代表） 
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【イノシシの市街地への出没について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                （町ホームページ）  

 

昨年の８月頃から令和４年の年明け１月頃まで、人慣れした同一個体と思われるイノシシが

頻繁に市街地に出没するといった事例が発生しました。 

  町では地区や県の専門機関などと連携し、町内の公園に捕獲檻を設置しましたが、捕獲に

は至らず、自然と姿を見せなくなりました。 

幸いにも人身被害はありませんでしたが、多くの目撃情報が寄せられ、防災行政無線で注意

喚起するなど、町民の皆様に多大なご心配をお掛けすることとなりました 

 ただ、依然として、町北部の山林に面した市街地では、イノシシの目撃情報が寄せられており、

遭遇リスクの危険があります。 

 町でも広報紙や地区長会議などで、土地の適正管理や遭遇対策について、注意を呼び掛け

たり、県の専門機関と情報共有を図り、連携を取りながら、対策強化に努めています。 
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【サルの出没について】 

 昨年の令和３年４月７日から、町内で継続してサルの目撃情報が寄せられています。 

 出没当初は、同一個体と思われるサルが、JR 東海道線沿いを大磯方面、小田原方面と東西

に行き来を繰り返していました。 

 

 一時期、姿を見せなくなることもありましたが、現在では１～２週間に１度の周期で町内に出

没しており、出没した日に、２～３件程度の目撃情報が寄せられています。 

 

 県の専門機関と連携し、情報共有を行っておりますが、現在目撃されているサルがこれまで

出没していたサルと同一個体であるかについて判別はできていません。 

 

 なお、町ではサルの目撃情報をホームページに掲載しております。 
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 もし、サルに遭遇した場合には、以下のことに注意してください。 
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【合併処理浄化槽補助金制度について】 
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【その他お願い】 

 

 地域環境推進員の皆様におかれましては、地域環境の保全にご配慮いただき、何か問題点や

気になる点などがございましたら、町にご相談をいただいたり、地区で協議の上、啓発看板を

設置するなど、ご対応にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 また、ごみ置場の管理や移設の問題など、町が直接住民から相談を受けたもので、町も誰に

相談して良いかわからなかったり、町だけでは解決しきれないような案件について、地域環境

推進員さんに個々に直接、ご相談をさせていただき、時には仲介役を担っていただくようお願

いをさせていただく場合がございますので、その際にはご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 また、地区で「ごみの分別」、「ごみの減量化」、「ペットの適正飼養」などについて、回覧を回し、

普及啓発を行っていきたいなど、ご要望がありましたら、個別にご相談いただき、既存のチラ

シなどがあればご提供させていただき、既存のチラシがない場合でも、多少お時間をいただく

ようになりますが、後日作成後にご提供させていただきたいと考えております。 

 

 なお、地区でも啓発チラシを作成され、内容について確認をしてほしいなどのご要望がござ

いましたら、ご対応させていただきますので、ご遠慮なくご相談いただいますようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


